
平
成
十
五
年
厚
生
労
働
省
・
農
林
水
産
省
・
経
済
産
業
省
・
国
土
交
通
省
令
第
三
号

独
立
行
政
法
人
水
資
源
機
構
の
業
務
運
営
に
関
す
る
省
令

独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
第
二
十
八
条
第
二
項
、
第
三
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
第
七
号
、
第
三
十
一
条
第
一
項
、
第
三
十
二
条
第
一
項
、
第
三
十
三
条
並
び
に
第
三
十
四
条
第
一
項
並
び
に
独
立
行

政
法
人
水
資
源
機
構
法
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
三
百
二
十
九
号
）
第
五
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
独
立
行
政
法
人
水
資
源
機
構
の
業
務
運
営
に
関
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
業
務
方
法
書
の
記
載
事
項
）

第
一
条
　
独
立
行
政
法
人
水
資
源
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う
。
）
に
係
る
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
以
下
「
通
則
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
八
条
第
二
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
独
立
行
政
法
人
水
資
源
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
二
号
。
以
下
「
機
構
法
」
と
い
う
。
）
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
新
築
又
は
改
築
に
関
す
る
事
項

二
　
機
構
法
第
十
二
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
操
作
、
維
持
、
修
繕
そ
の
他
の
管
理
に
関
す
る
事
項

三
　
機
構
法
第
十
二
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
災
害
復
旧
工
事
に
関
す
る
事
項

四
　
機
構
法
第
十
二
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
特
定
河
川
工
事
に
関
す
る
事
項

五
　
機
構
法
第
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
海
外
社
会
資
本
事
業
へ
の
我
が
国
事
業
者
の
参
入
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
四
十
号
）
第
五
条
に
規
定
す
る
業
務
に
関
す
る
事
項

六
　
機
構
法
第
十
二
条
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
調
査
、
測
量
、
設
計
、
試
験
、
研
究
及
び
研
修
に
関
す
る
事
項

七
　
機
構
法
第
十
二
条
第
三
項
第
二
号
に
規
定
す
る
水
資
源
の
開
発
若
し
く
は
利
用
の
た
め
の
施
設
に
関
す
る
工
事
又
は
こ
れ
と
密
接
な
関
連
を
有
す
る
工
事
に
関
す
る
事
項

八
　
機
構
法
第
十
二
条
第
三
項
第
三
号
に
規
定
す
る
管
理
に
関
す
る
事
項

九
　
業
務
委
託
の
基
準

十
　
競
争
入
札
そ
の
他
契
約
に
関
す
る
基
本
的
事
項

十
一
　
そ
の
他
機
構
の
業
務
の
執
行
に
関
し
て
必
要
な
事
項

（
中
期
計
画
の
認
可
申
請
等
）

第
二
条
　
機
構
は
、
通
則
法
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
中
期
計
画
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
中
期
計
画
を
記
載
し
た
申
請
書
を
、
中
期
計
画
の
最
初
の
事
業
年
度
開
始
三
十
日
前
ま
で
に
（
機
構
の
最
初
の
事

業
年
度
の
属
す
る
中
期
計
画
に
つ
い
て
は
、
機
構
の
成
立
後
遅
滞
な
く
）
、
厚
生
労
働
大
臣
、
農
林
水
産
大
臣
、
経
済
産
業
大
臣
及
び
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
機
構
は
、
通
則
法
第
三
十
条
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
中
期
計
画
の
変
更
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項
及
び
そ
の
理
由
を
記
載
し
た
申
請
書
を
厚
生
労
働
大
臣
、
農
林
水
産
大
臣
、
経
済
産

業
大
臣
及
び
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
中
期
計
画
の
記
載
事
項
）

第
三
条
　
機
構
に
係
る
通
則
法
第
三
十
条
第
二
項
第
八
号
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
業
務
運
営
に
関
す
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
施
設
及
び
設
備
に
関
す
る
計
画

二
　
人
事
に
関
す
る
計
画

三
　
中
期
目
標
期
間
を
超
え
る
債
務
負
担

四
　
機
構
法
第
三
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
積
立
金
の
使
途

五
　
そ
の
他
当
該
中
期
目
標
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項

２
　
機
構
の
成
立
後
最
初
の
中
期
計
画
に
つ
い
て
は
、
前
項
第
四
号
中
「
機
構
法
第
三
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
積
立
金
」
と
あ
る
の
は
、
「
機
構
法
附
則
第
二
条
第
九
項
に
規
定
す
る
積
立
金
」
と
す
る
。

（
年
度
計
画
の
記
載
事
項
等
）

第
四
条
　
機
構
に
係
る
通
則
法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
年
度
計
画
に
は
、
中
期
計
画
に
定
め
た
事
項
に
関
し
、
当
該
事
業
年
度
に
お
い
て
実
施
す
べ
き
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
機
構
は
、
通
則
法
第
三
十
一
条
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
年
度
計
画
の
変
更
を
し
た
と
き
は
、
変
更
し
た
事
項
及
び
そ
の
理
由
を
記
載
し
た
届
出
書
を
厚
生
労
働
大
臣
、
農
林
水
産
大
臣
、
経
済
産
業
大
臣
及
び
国
土
交
通
大
臣

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
業
務
実
績
等
報
告
書
）

第
五
条
　
機
構
に
係
る
通
則
法
第
三
十
二
条
第
二
項
の
報
告
書
に
は
、
当
該
報
告
書
が
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
報
告
書
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る
か
に
応
じ
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
際
、

機
構
は
、
当
該
報
告
書
が
同
条
第
一
項
の
評
価
の
根
拠
と
な
る
情
報
を
提
供
す
る
た
め
に
作
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
留
意
し
つ
つ
、
機
構
の
事
務
及
び
事
業
の
性
質
、
内
容
等
に
応
じ
て
区
分
し
て
同
欄
に
掲
げ
る
事
項
を
記

載
す
る
も
の
と
す
る
。

事
業
年
度
に
お
け
る
業
務
の
実
績
及
び
当
該
実
績
に
つ
い
て

自
ら
評
価
を
行
っ
た
結
果
を
明
ら
か
に
し
た
報
告
書

一
　
当
該
事
業
年
度
に
お
け
る
業
務
の
実
績
（
通
則
法
第
二
十
九
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
業
務
に
あ
っ
て
は
次
の
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
を
明
ら

か
に
し
た
も
の
に
、
同
項
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
業
務
に
あ
っ
て
は
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
に
限
る
。
）

イ
　
中
期
計
画
及
び
年
度
計
画
の
実
施
状
況

ロ
　
当
該
事
業
年
度
に
お
け
る
業
務
運
営
の
状
況

ハ
　
当
該
業
務
に
係
る
指
標
及
び
当
該
事
業
年
度
の
属
す
る
中
期
目
標
の
期
間
に
お
け
る
当
該
事
業
年
度
以
前
の
毎
年
度
の
当
該
指
標
の
数
値
（
当
該
業
務
に
係
る
指
標
が

設
定
さ
れ
て
い
る
場
合
に
限
る
。
）

ニ
　
当
該
事
業
年
度
の
属
す
る
中
期
目
標
の
期
間
に
お
け
る
当
該
事
業
年
度
以
前
の
毎
年
度
の
当
該
業
務
に
係
る
財
務
情
報
及
び
人
員
に
関
す
る
情
報

1



二
　
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
を
明
ら
か
に
し
た
前
号
に
掲
げ
る
業
務
の
実
績
に
つ
い
て
の
評
価
の
結
果
（
当
該
業
務
が
通
則
法
第
二
十
九
条
第
二
項
第
二
号
か

ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）

イ
　
中
期
目
標
に
定
め
た
項
目
ご
と
の
評
定
及
び
当
該
評
定
を
付
し
た
理
由

ロ
　
業
務
運
営
上
の
課
題
が
検
出
さ
れ
た
場
合
に
は
、
当
該
課
題
及
び
当
該
課
題
に
対
す
る
改
善
方
策

ハ
　
過
去
の
報
告
書
に
記
載
さ
れ
た
改
善
方
策
の
う
ち
そ
の
実
施
が
完
了
し
た
旨
の
記
載
が
な
い
も
の
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
実
施
状
況

中
期
目
標
の
期
間
の
終
了
時
に
見
込
ま
れ
る
中
期
目
標
の
期

間
に
お
け
る
業
務
の
実
績
及
び
当
該
実
績
に
つ
い
て
自
ら
評

価
を
行
っ
た
結
果
を
明
ら
か
に
し
た
報
告
書

一
　
中
期
目
標
の
期
間
の
終
了
時
に
見
込
ま
れ
る
中
期
目
標
の
期
間
に
お
け
る
業
務
の
実
績
（
通
則
法
第
二
十
九
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
業
務
に
あ
っ
て

は
次
の
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
に
、
同
項
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
業
務
に
あ
っ
て
は
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ

る
事
項
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
に
限
る
。
）

イ
　
中
期
目
標
及
び
中
期
計
画
の
実
施
状
況

ロ
　
当
該
期
間
に
お
け
る
業
務
運
営
の
状
況

ハ
　
当
該
業
務
に
係
る
指
標
及
び
当
該
期
間
に
お
け
る
毎
年
度
の
当
該
指
標
の
数
値
（
当
該
業
務
に
係
る
指
標
が
設
定
さ
れ
て
い
る
場
合
に
限
る
。
）

ニ
　
当
該
期
間
に
お
け
る
毎
年
度
の
当
該
業
務
に
係
る
財
務
情
報
及
び
人
員
に
関
す
る
情
報

二
　
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
を
明
ら
か
に
し
た
前
号
に
掲
げ
る
業
務
の
実
績
に
つ
い
て
の
評
価
の
結
果
（
当
該
業
務
が
通
則
法
第
二
十
九
条
第
二
項
第
二
号
か

ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）

イ
　
中
期
目
標
に
定
め
た
項
目
ご
と
の
評
定
及
び
当
該
評
定
を
付
し
た
理
由

ロ
　
業
務
運
営
上
の
課
題
が
検
出
さ
れ
た
場
合
に
は
、
当
該
課
題
及
び
当
該
課
題
に
対
す
る
改
善
方
策

ハ
　
過
去
の
報
告
書
に
記
載
さ
れ
た
改
善
方
策
の
う
ち
そ
の
実
施
が
完
了
し
た
旨
の
記
載
が
な
い
も
の
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
実
施
状
況

中
期
目
標
の
期
間
に
お
け
る
業
務
の
実
績
及
び
当
該
実
績
に

つ
い
て
自
ら
評
価
を
行
っ
た
結
果
を
明
ら
か
に
し
た
報
告
書

一
　
中
期
目
標
の
期
間
に
お
け
る
業
務
の
実
績
（
通
則
法
第
二
十
九
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
業
務
に
あ
っ
て
は
次
の
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
を
明

ら
か
に
し
た
も
の
に
、
同
項
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
業
務
に
あ
っ
て
は
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
に
限
る
。
）

イ
　
中
期
目
標
及
び
中
期
計
画
の
実
施
状
況

ロ
　
当
該
期
間
に
お
け
る
業
務
運
営
の
状
況

ハ
　
当
該
業
務
に
係
る
指
標
及
び
当
該
期
間
に
お
け
る
毎
年
度
の
当
該
指
標
の
数
値
（
当
該
業
務
に
係
る
指
標
が
設
定
さ
れ
て
い
る
場
合
に
限
る
。
）

ニ
　
当
該
期
間
に
お
け
る
毎
年
度
の
当
該
業
務
に
係
る
財
務
情
報
及
び
人
員
に
関
す
る
情
報

二
　
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
を
明
ら
か
に
し
た
前
号
に
掲
げ
る
業
務
の
実
績
に
つ
い
て
の
評
価
の
結
果
（
当
該
業
務
が
通
則
法
第
二
十
九
条
第
二
項
第
二
号
か

ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）

イ
　
中
期
目
標
に
定
め
た
項
目
ご
と
の
評
定
及
び
当
該
評
定
を
付
し
た
理
由

ロ
　
業
務
運
営
上
の
課
題
が
検
出
さ
れ
た
場
合
に
は
、
当
該
課
題
及
び
当
該
課
題
に
対
す
る
改
善
方
策

ハ
　
過
去
の
報
告
書
に
記
載
さ
れ
た
改
善
方
策
の
う
ち
そ
の
実
施
が
完
了
し
た
旨
の
記
載
が
な
い
も
の
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
実
施
状
況

２
　
機
構
は
、
前
項
に
規
定
す
る
報
告
書
を
厚
生
労
働
大
臣
、
農
林
水
産
大
臣
、
経
済
産
業
大
臣
及
び
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
当
該
報
告
書
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
公

表
す
る
も
の
と
す
る
。

（
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
）

第
六
条
　
独
立
行
政
法
人
水
資
源
機
構
法
施
行
令
（
次
条
に
お
い
て
「
機
構
法
施
行
令
」
と
い
う
。
）
第
四
条
の
厚
生
労
働
省
令
・
農
林
水
産
省
令
・
経
済
産
業
省
令
・
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
と
す
る
。

一
　
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
の
う
ち
、
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
も
の

イ
　
送
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
受
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
接
続
す
る
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
送
信
し
、
受
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
方
法

ロ
　
送
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
情
報
の
内
容
を
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
情
報
の
提
供
を
受
け
る
者
の
閲
覧
に
供
し
、
当
該
情
報
の
提
供
を
受
け
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計

算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
当
該
情
報
を
記
録
す
る
方
法

二
　
電
磁
的
記
録
媒
体
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
に
係
る
記
録
媒
体
を

い
う
。
）
を
も
っ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
同
意
に
関
す
る
事
項
を
記
録
し
た
も
の
を
得
る
方
法

２
　
前
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
は
、
受
信
者
が
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
を
出
力
す
る
こ
と
に
よ
り
書
面
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
主
務
大
臣
）

第
七
条
　
機
構
法
施
行
令
第
五
十
五
条
第
二
項
で
定
め
る
主
務
大
臣
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
業
務
及
び
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
施
設
の
区
分
に
応
じ
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

印
旛
沼
開
発
事
業

印
旛
沼
開
発
施
設

厚
生
労
働
大
臣
、
農
林
水
産
大
臣
及
び
経
済
産
業
大
臣

利
根
導
水
路
建
設
事
業

利
根
大

ぜ
き堰

農
林
水
産
大
臣
及
び
国
土
交
通
大
臣

合
口
連
絡
水
路

農
林
水
産
大
臣

武
蔵
水
路
（
大
分
水
工
か
ら
上
星
川
伏
越
ま
で
の
区
間
に
限
る
。
）

国
土
交
通
大
臣
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秋
ヶ
瀬
取
水

ぜ
き堰

厚
生
労
働
大
臣
及
び
経
済
産
業
大
臣

朝
霞
水
路

厚
生
労
働
大
臣

群
馬
用
水
事
業

群
馬
用
水
施
設

厚
生
労
働
大
臣
及
び
農
林
水
産
大
臣

北
総
東
部
用
水
事
業

北
総
東
部
用
水
施
設

農
林
水
産
大
臣

房
総
導
水
路
建
設
事
業

房
総
導
水
路
（
両
総
用
水
共
用
施
設
に
限
る
。
）

厚
生
労
働
大
臣
、
農
林
水
産
大
臣
及
び
経
済
産
業
大
臣

　

房
総
導
水
路
（
両
総
用
水
共
用
施
設
を
除
く
。
）

厚
生
労
働
大
臣
及
び
経
済
産
業
大
臣

成
田
用
水
事
業

成
田
用
水
施
設

農
林
水
産
大
臣

東
総
用
水
事
業

東
総
用
水
施
設

厚
生
労
働
大
臣
及
び
農
林
水
産
大
臣

朝
霞
水
路
改
築
事
業

朝
霞
水
路

厚
生
労
働
大
臣

埼
玉
合
口
二
期
事
業

埼
玉
合
口
二
期
施
設
（
利
根
川
水
系
星
川
の
区
間
に
限
る
。
）

厚
生
労
働
大
臣
、
農
林
水
産
大
臣
及
び
国
土
交
通
大
臣

　

埼
玉
合
口
二
期
施
設
（
利
根
川
水
系
星
川
の
区
間
を
除
く
。
）

厚
生
労
働
大
臣
及
び
農
林
水
産
大
臣

霞
ヶ
浦
用
水
事
業

霞
ヶ
浦
用
水
施
設

厚
生
労
働
大
臣
、
農
林
水
産
大
臣
及
び
経
済
産
業
大
臣

利
根
中
央
用
水
事
業

合
口
連
絡
水
路

農
林
水
産
大
臣

　

葛
西
用
水
路

農
林
水
産
大
臣

利
根
大

ぜ
き堰

施
設
緊
急
改
築
事
業

利
根
大
堰

農
林
水
産
大
臣
及
び
国
土
交
通
大
臣

　

合
口
連
絡
水
路

農
林
水
産
大
臣

武
蔵
水
路
改
築
事
業

武
蔵
水
路
（
大
分
水
工
か
ら
上
星
川
伏
越
ま
で
の
区
間
に
限
る
。
）

国
土
交
通
大
臣

印
旛
沼
開
発
施
設
緊
急
改
築
事
業

印
旛
沼
開
発
施
設

厚
生
労
働
大
臣
、
農
林
水
産
大
臣
及
び
経
済
産
業
大
臣

群
馬
用
水
施
設
緊
急
改
築
事
業

群
馬
用
水
施
設

厚
生
労
働
大
臣
及
び
農
林
水
産
大
臣

群
馬
用
水
緊
急
改
築
事
業

群
馬
用
水
施
設

厚
生
労
働
大
臣
及
び
農
林
水
産
大
臣

利
根
導
水
路
大
規
模
地
震
対
策
事
業

利
根
導
水
路
大
規
模
地
震
対
策
事
業
の
対
象
で
あ
る
施
設
（
利
根
大

ぜ
き堰

に
限
る
。
）

農
林
水
産
大
臣
及
び
国
土
交
通
大
臣

利
根
導
水
路
大
規
模
地
震
対
策
事
業
の
対
象
で
あ
る
施
設
（
埼
玉
合
口
二
期
施
設
（
利
根
川
水
系
星
川
の
区
間
に
限
る
。
）
に
限
る
。
）
厚
生
労
働
大
臣
、
農
林
水
産
大
臣
及
び
国
土
交
通
大
臣

利
根
導
水
路
大
規
模
地
震
対
策
事
業
の
対
象
で
あ
る
施
設
（
埼
玉
合
口
二
期
施
設
（
利
根
川
水
系
星
川
の
区
間
を
除
く
。
）
に
限
る
。
）
厚
生
労
働
大
臣
及
び
農
林
水
産
大
臣

利
根
導
水
路
大
規
模
地
震
対
策
事
業
の
対
象
で
あ
る
施
設
（
秋
ヶ
瀬
取
水

ぜ
き堰

に
限
る
。
）

厚
生
労
働
大
臣
及
び
経
済
産
業
大
臣

利
根
導
水
路
大
規
模
地
震
対
策
事
業
の
対
象
で
あ
る
施
設
（
朝
霞
水
路
に
限
る
。
）

厚
生
労
働
大
臣

房
総
導
水
路
施
設
緊
急
改
築
事
業

房
総
導
水
路
（
両
総
用
水
共
用
施
設
を
除
く
。
）

厚
生
労
働
大
臣
及
び
経
済
産
業
大
臣

成
田
用
水
施
設
改
築
事
業

成
田
用
水
施
設
改
築
事
業
の
対
象
で
あ
る
施
設

農
林
水
産
大
臣

豊
川
用
水
施
設
緊
急
改
築
事
業

豊
川
用
水
緊
急
改
築
施
設

厚
生
労
働
大
臣
、
農
林
水
産
大
臣
及
び
経
済
産
業
大
臣

豊
川
総
合
用
水
事
業

豊
川
総
合
用
水
施
設

厚
生
労
働
大
臣
及
び
農
林
水
産
大
臣

豊
川
用
水
二
期
事
業

豊
川
用
水
二
期
事
業
の
対
象
で
あ
る
施
設
（
指
定
工
事
（
機
構
法
施
行
令
第
三
十
四
条
第
四
項
第
二
号
に
規
定
す
る
指
定
工
事
を
い

う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

厚
生
労
働
大
臣
、
農
林
水
産
大
臣
及
び
経
済
産
業
大
臣

豊
川
用
水
二
期
施
設
（
指
定
工
事
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

厚
生
労
働
大
臣
、
農
林
水
産
大
臣
及
び
経
済
産
業
大
臣

木
曽
川
総
合
用
水
事
業

木
曽
川
用
水
施
設

厚
生
労
働
大
臣
、
農
林
水
産
大
臣
及
び
経
済
産
業
大
臣

三
重
用
水
事
業

三
重
用
水
施
設

厚
生
労
働
大
臣
、
農
林
水
産
大
臣
及
び
経
済
産
業
大
臣

愛
知
用
水
二
期
事
業

愛
知
用
水
二
期
施
設

厚
生
労
働
大
臣
、
農
林
水
産
大
臣
及
び
経
済
産
業
大
臣

長
良
導
水
事
業

長
良
導
水
施
設

厚
生
労
働
大
臣

木
曽
川
用
水
施
設
緊
急
改
築
事
業

木
曽
川
用
水
施
設

厚
生
労
働
大
臣
、
農
林
水
産
大
臣
及
び
経
済
産
業
大
臣

木
曽
川
右
岸
施
設
緊
急
改
築
事
業

木
曽
川
右
岸
施
設

厚
生
労
働
大
臣
、
農
林
水
産
大
臣
及
び
経
済
産
業
大
臣

木
曽
川
右
岸
緊
急
改
築
事
業

木
曽
川
右
岸
施
設

厚
生
労
働
大
臣
、
農
林
水
産
大
臣
及
び
経
済
産
業
大
臣

愛
知
用
水
三
好
支
線
水
路
緊
急
対
策
事
業
愛
知
用
水
二
期
施
設
（
三
好
支
線
水
路
に
限
る
。
）

農
林
水
産
大
臣

木
曽
川
用
水
濃
尾
第
二
施
設
改
築
事
業

木
曽
川
用
水
濃
尾
第
二
施
設
改
築
事
業
の
対
象
で
あ
る
施
設

農
林
水
産
大
臣

長
柄
可
動

ぜ
き堰

改
築
事
業

淀
川
大

ぜ
き堰

国
土
交
通
大
臣

正
蓮
寺
川
利
水
事
業

正
蓮
寺
川
分
水
施
設

厚
生
労
働
大
臣
、
経
済
産
業
大
臣
及
び
国
土
交
通
大
臣

　

工
業
用
水
導
水
施
設

厚
生
労
働
大
臣
及
び
経
済
産
業
大
臣
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室
生
ダ
ム
建
設
事
業

初
瀬
水
路

厚
生
労
働
大
臣

香
川
用
水
事
業

香
川
用
水
施
設

厚
生
労
働
大
臣
、
農
林
水
産
大
臣
及
び
経
済
産
業
大
臣

高
知
分
水
事
業

高
知
分
水
施
設

厚
生
労
働
大
臣
及
び
経
済
産
業
大
臣

香
川
用
水
施
設
緊
急
改
築
事
業

香
川
用
水
施
設

厚
生
労
働
大
臣
、
農
林
水
産
大
臣
及
び
経
済
産
業
大
臣

香
川
用
水
施
設
緊
急
対
策
事
業

香
川
用
水
施
設
緊
急
対
策
事
業
の
対
象
で
あ
る
施
設

厚
生
労
働
大
臣
、
農
林
水
産
大
臣
及
び
経
済
産
業
大
臣

吉
野
川
下
流
域
用
水
事
業

吉
野
川
下
流
域
用
水
事
業
の
対
象
で
あ
る
施
設

農
林
水
産
大
臣

両
筑
平
野
用
水
事
業

両
筑
平
野
用
水
施
設

厚
生
労
働
大
臣
、
農
林
水
産
大
臣
及
び
経
済
産
業
大
臣

福
岡
導
水
事
業

福
岡
導
水
施
設

厚
生
労
働
大
臣

筑
後
川
下
流
用
水
事
業

筑
後
川
下
流
用
水
施
設

農
林
水
産
大
臣

両
筑
平
野
用
水
二
期
事
業

両
筑
平
野
用
水
施
設

厚
生
労
働
大
臣
、
農
林
水
産
大
臣
及
び
経
済
産
業
大
臣

福
岡
導
水
施
設
地
震
対
策
事
業

福
岡
導
水
施
設
地
震
対
策
事
業
の
対
象
で
あ
る
施
設

厚
生
労
働
大
臣

筑
後
川
下
流
用
水
総
合
対
策
事
業

筑
後
川
下
流
用
水
総
合
対
策
事
業
の
対
象
で
あ
る
施
設

農
林
水
産
大
臣

附
　
則

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
業
務
方
法
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
の
特
例
）

第
二
条
　
機
構
法
附
則
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
が
同
項
に
規
定
す
る
業
務
を
行
う
場
合
に
は
、
第
一
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
加
え
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
業
務
方
法
書
に
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
機
構
法
附
則
第
四
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
業
務
に
関
す
る
事
項

二
　
機
構
法
附
則
第
四
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
業
務
に
関
す
る
事
項

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
三
月
二
九
日
厚
生
労
働
省
・
農
林
水
産
省
・
経
済
産
業
省
・
国
土
交
通
省
令
第
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
五
月
二
日
厚
生
労
働
省
・
農
林
水
産
省
・
経
済
産
業
省
・
国
土
交
通
省
令
第
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
三
月
二
八
日
厚
生
労
働
省
・
農
林
水
産
省
・
経
済
産
業
省
・
国
土
交
通
省
令
第
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
三
月
二
六
日
厚
生
労
働
省
・
農
林
水
産
省
・
経
済
産
業
省
・
国
土
交
通
省
令
第
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
九
月
三
〇
日
厚
生
労
働
省
・
農
林
水
産
省
・
経
済
産
業
省
・
国
土
交
通
省
令
第
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
一
月
二
三
日
厚
生
労
働
省
・
農
林
水
産
省
・
経
済
産
業
省
・
国
土
交
通
省
令
第
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
八
条
の
表
印
旛
沼
開
発
施
設
緊
急
改
築
事
業
の
項
及
び
香
川
用
水
施
設
緊
急
改
築
事
業
の
項
の
改
正
規
定
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
四
月
二
一
日
厚
生
労
働
省
・
農
林
水
産
省
・
経
済
産
業
省
・
国
土
交
通
省
令
第
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
二
年
三
月
二
六
日
厚
生
労
働
省
・
農
林
水
産
省
・
経
済
産
業
省
・
国
土
交
通
省
令
第
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
三
月
二
九
日
厚
生
労
働
省
・
農
林
水
産
省
・
経
済
産
業
省
・
国
土
交
通
省
令
第
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
一
〇
月
一
日
厚
生
労
働
省
・
農
林
水
産
省
・
経
済
産
業
省
・
国
土
交
通
省
令
第
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
三
月
二
四
日
厚
生
労
働
省
・
農
林
水
産
省
・
経
済
産
業
省
・
国
土
交
通
省
令
第
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
三
月
三
一
日
厚
生
労
働
省
・
農
林
水
産
省
・
経
済
産
業
省
・
国
土
交
通
省
令
第
二
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
独
立
行
政
法
人
通
則
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
業
務
実
績
報
告
書
に
係
る
経
過
措
置
）

２
　
改
正
法
附
則
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
改
正
法
に
よ
る
改
正
前
の
独
立
行
政
法
人
通
則
法
第
二
十
九
条
第
一
項
の
中
期
目
標
が
改
正
法
に
よ
る
改
正
後
の
独
立
行
政
法
人
通
則
法
第
二
十
九
条
第
一
項
の
中
期
目
標
と
み
な
さ

れ
る
場
合
に
お
け
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
独
立
行
政
法
人
水
資
源
機
構
の
業
務
運
営
に
関
す
る
省
令
第
五
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
当
該
事
業
年
度
に
お
け
る
業
務
の
実
績
（
当
該
項
目
が
通
則
法
」
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と
あ
る
の
は
「
当
該
事
業
年
度
に
お
け
る
業
務
の
実
績
（
当
該
項
目
が
独
立
行
政
法
人
通
則
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
六
十
六
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
通
則
法
（
以
下
「
旧
通
則
法
」
と
い
う
。
）
」
と
、

「
第
二
十
九
条
第
二
項
第
二
号
に
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
九
条
第
二
項
第
三
号
に
」
と
、
「
同
項
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
同
項
第
二
号
、
第
四
号
及
び
第
五
号
」
と
、
「
結
果
（
当
該
項
目
が
通
則
法
」
と
あ
る
の

は
「
結
果
（
当
該
項
目
が
旧
通
則
法
」
と
、
「
期
間
に
お
け
る
業
務
の
実
績
（
当
該
項
目
が
通
則
法
」
と
あ
る
の
は
「
期
間
に
お
け
る
業
務
の
実
績
（
当
該
項
目
が
旧
通
則
法
」
と
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
七
月
二
七
日
厚
生
労
働
省
・
農
林
水
産
省
・
経
済
産
業
省
・
国
土
交
通
省
令
第
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
三
月
二
九
日
厚
生
労
働
省
・
農
林
水
産
省
・
経
済
産
業
省
・
国
土
交
通
省
令
第
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
六
月
一
四
日
厚
生
労
働
省
・
農
林
水
産
省
・
経
済
産
業
省
・
国
土
交
通
省
令
第
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
水
防
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
九
年
六
月
十
九
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
三
月
三
〇
日
厚
生
労
働
省
・
農
林
水
産
省
・
経
済
産
業
省
・
国
土
交
通
省
令
第
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
四
月
二
七
日
厚
生
労
働
省
・
農
林
水
産
省
・
経
済
産
業
省
・
国
土
交
通
省
令
第
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
八
月
二
二
日
厚
生
労
働
省
・
農
林
水
産
省
・
経
済
産
業
省
・
国
土
交
通
省
令
第
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
八
月
二
四
日
厚
生
労
働
省
・
農
林
水
産
省
・
経
済
産
業
省
・
国
土
交
通
省
令
第
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
海
外
社
会
資
本
事
業
へ
の
我
が
国
事
業
者
の
参
入
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
三
十
年
八
月
三
十
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
一
年
三
月
二
九
日
厚
生
労
働
省
・
農
林
水
産
省
・
経
済
産
業
省
・
国
土
交
通
省
令
第
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
五
月
二
一
日
厚
生
労
働
省
・
農
林
水
産
省
・
経
済
産
業
省
・
国
土
交
通
省
令
第
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
六
月
二
一
日
厚
生
労
働
省
・
農
林
水
産
省
・
経
済
産
業
省
・
国
土
交
通
省
令
第
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
五
月
一
一
日
厚
生
労
働
省
・
農
林
水
産
省
・
経
済
産
業
省
・
国
土
交
通
省
令
第
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
三
月
二
六
日
厚
生
労
働
省
・
農
林
水
産
省
・
経
済
産
業
省
・
国
土
交
通
省
令
第
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
三
月
二
五
日
厚
生
労
働
省
・
農
林
水
産
省
・
経
済
産
業
省
・
国
土
交
通
省
令
第
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
九
月
一
日
厚
生
労
働
省
・
農
林
水
産
省
・
経
済
産
業
省
・
国
土
交
通
省
令
第
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
三
月
三
〇
日
厚
生
労
働
省
・
農
林
水
産
省
・
経
済
産
業
省
・
国
土
交
通
省
令
第
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
七
条
の
表
筑
後
川
下
流
用
水
総
合
対
策
事
業
の
項
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
六
月
三
〇
日
厚
生
労
働
省
・
農
林
水
産
省
・
経
済
産
業
省
・
国
土
交
通
省
令
第
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
一
二
月
二
七
日
厚
生
労
働
省
・
農
林
水
産
省
・
経
済
産
業
省
・
国
土
交
通
省
令
第
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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